
 

 

九州電力株式会社玄海原子力発電所第４号機の 

電気事業法に基づく工事の計画の申請について 

 

 

１．申請者及び申請年月日等 

申請者：九州電力株式会社 代表取締役 社長執行役員 池辺 和弘 

申請年月日等： 

令和２年８月２８日（原発本第１５２号） 

補正年月日等： 

令和２年１１月２７日（原発本第２６４号） 

 

 

２．発電所の名称及び位置 

名称：玄海原子力発電所 

位置：佐賀県東松浦郡玄海町大字今村 

 

 

３．発電所の出力及び周波数 

出 力：   ２，３６０，０００ｋＷ 

第３号機： １，１８０，０００ｋＷ 

第４号機： １，１８０，０００ｋＷ（今回申請分） 

周波数：          ６０Ｈｚ 

 

 

４．申請範囲 

（一）原子力設備 

４ 燃料設備 

６ 燃料設備の適用基準及び適用規格 

 

 

５．工事の計画の内容 

種類：発電設備の設置の工事以外の変更の工事 

内容：使用済燃料運搬用容器の設置 

 

 

６．申請の理由  

玄海第４号機の使用済燃料については、必要に応じて玄海３号機へ運搬し、

玄海３号機の使用済燃料ピットに貯蔵する計画としている。このため、使用済

燃料運搬用容器を玄海４号機に設置する。 
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（審査の概要） 

 

１．審査意見 

電気事業法第４７条第３項の規定の適用については、原子力規制委員会で確

認すべき同項第１号に掲げる要件（同法第３９条第２項第１号に掲げる事項に

係る部分であって原子炉等規制法第４３条の３の１４の技術上の基準に該当す

る部分に限る。）に対して、電気事業法第１１２条の３第１項の規定により、

適合しているものとみなされる。 

 

 


